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令和 8 年度 火山研究人材育成等支援事業 

研究者・実務者を対象とした火山対策スペシャリスト養成研修 

実務者人材育成コース受講生 

≪ 募 集 要 領 ≫  

  

文部科学省による火山研究人材育成等支援事業（即戦力となる火山人材育成プログラム）

「研究者・実務者を対象とした火山対策スペシャリスト養成研修」（実施機関：山梨大学）

（以下、養成研修と呼ぶ）において、国、地方公共団体（都道府県・市町村）、民間企業・団体等

において、火山災害対応に関わる実務者を対象に実践的な火山災害対応が行える実務者人材を

育成することを目的とした養成研修を実施します。 

 

１．研修の概要  

 

（１） 研修の目的 

・ 関連する法制度を理解し、地域防災計画の改正ならびに避難計画の改訂、住民啓発等の

事前対策を主体的に実施し、かつ火山噴火発生時もしくは噴火が切迫している兆候を示

す現象が観測された際に、関係機関等と調整・連携を行い、災害軽減に資する対策を迅

速かつ的確に実施できる人材を育成することを目的とします。 

（２） 研修の対象者 

・ 国、地方公共団体（都道府県・市町村）、民間企業・団体等において、火山災害対応に

関わる実務者とします。 

（３）  研修の開催 

・ 研修は、年度毎に開催します。 

・ 受講者は、毎年度作成される募集要領に従い、各機関からの受講申請者の中からのみ選

考するものとし、毎年度申請を行うものとします。 

（４） 研修の実施主体 

・ 担 当：山梨県富士山科学研究所、山梨大学、鹿児島市 

・ 協 力：山梨県、北海道、富士吉田市、京都大学防災研究所 

（５） 研修形態 

・ 座 学  ：オンデマンド講座、オンライン研修、図上演習等 
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・ 実地研修：火山災害対応先進地視察・海外研修 

・ その他  ：火山防災に関連するシンポジウム等への参加 

・ 意見交換会 

（６） 受講料※1,2 

・ 国、地方公共団体（都道府県・市町村）：原則無料 

・ 民間企業・団体等：原則有料。受講決定後、事業主催者から請求します。 

※1 オンライン研修受講にかかる、パソコン等の通信機器、接続にかかる環境は、受講

者において準備するものとします。 

※2 会場における研修・実地研修等、シンポジウム等の研修に参加に関連する旅費は、

受講者が負担するものとします。 
 

２．募集人員  

 

15名程度 

 
受講者の選考にあたっては、幅広く学びの機会を提供するため、地域間や自治体（国・都道府

県・市町村）、官民バランスを考慮の上、決定するものとし、原則１機関あたり２名を上限とし

て選考します。 

 

３．応募資格  

 

国、地方公共団体（都道府県・市町村）民間企業・団体等において、火山災害対応に関わる実

務者を対象とします。 

 

４．研修内容  

 

（１） オンデマンド講座 

・ 本事業で作成したオンデマンド教材を視聴し、火山防災に必要な知識を習得します。 

（２） オンライン研修 

・ 官公庁、大学、学会等で実施される火山防災にかかわる講演会を聴講し、火山防災に必

要な知識を習得します。 

（３） 実地研修（2泊 3日〜3泊 4日） 

・ 火山防災担当者が防災訓練や図上訓練を企画し実施できるようになることを目標に、ま

た、地域防災計画や避難計画などを主体的に改訂できるように、座学及び図上演習を実
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施します。 

・ さらに、火山防災の取り組みの先進事例を視察し、見識を深めます。 

・ 研修候補地（予定）：富士山(山梨県)、桜島(鹿児島県)、アトサヌプリ（北海道） 

・ 令和 7年度実績：富士山(山梨県)９月、恵山（北海道）11月、桜島(鹿児島県)１月 

（４） 海外研修（令和 9年度より実施予定） 

・ 日本では、実際の噴火対策を学ぶ機会が少なく、そのため実際に噴火している火山での

噴火対策を学ぶために希望者でかつ旅費を負担いただける方へ海外研修を実施します。 

・ 研修候補地：インドネシア、ハワイ、イタリア、アイスランドなど 

（５） 定期勉強会 

・ 月 1 回程度、オンラインでの勉強会を実施します。火山防災実務に役立つ最新の知見を、

火山分野等の専門家から話題提供いただき、ディスカッションを通じて理解を深めます。

本勉強会においては、火山防災業務に関する課題についての質問も受け付けます。 

（６） その他 

・ 開講時にはこれまでに実施している業務をジョブレポートとして発表し、修了時（閉講

式）には本事業で得られた知見を、今後の業務にどのように活かすかのアクションプラ

ンを発表していただきます。 

・ 研修後も復習ができるように、オンデマンド講座、オンライン研修の内容をベースとし

た火山防災テキストを作成し配布予定です。 

・ 修了生の交流の場として「火山防災交流会」を年一回程度実施し、意見交換の場を設け

る予定です。 

・ 修了要件を満たした方には「火山対策士」中級、上級を付与します。 

 

５．火山対策士について 

 

（１） 資格の位置づけ 

・ 「火山対策士（中級）」および、「火山対策士（上級）」は、本事業において、所定の

教育課程を修了した者に対して山梨大学から授与する称号であり、大学が別に定める

「山梨大学火山対策士の称号授与に関する内規」に従うものです。 

・ 火山対策士（中級）又は（上級）の称号を授与された者には、火山対策士認定証書及び

研修修了証書を付与します。本称号は、火山防災実務の遂行に必要となる一定の知識及

び技能を修得したことを示すものとして、授与者が名乗ることを想定して設定していま

す。なお、本称号は資格（license/qualification）又は認証（certification）ではな

く、本学に法的責任を生じさせるものではありません。なお、本称号は資格又は認証で
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はなく、本学に法的責任を生じさせるものではありません。 

（２） 修了要件 

・ 「火山対策士（中級）・（上級）」それぞれに修了要件が設定されています。基本的に

は「火山対策士（上級）」の資格を目指していただきますが、そのベースとなる基本的

事項を取りまとめた「火山対策士（中級）」のカリキュラムをすべて受講することが、

上級のカリキュラムを受講する条件となります。受講期間の目安としては、中級に 1 年、

上級に 1年の、合計 2年間で修了いただくことを想定しています。 

・ なお、1年で上級のカリキュラムまで修了したい場合は応相談となります。 

・ 中級カリキュラムの修了から上級カリキュラム受講の移行に関しては、再度応募してい

ただく必要はなく、一度受講を開始されたら、自動的に上級カリキュラム修了までを見

込んだものとして扱われます。 

 

６．応募から審査までの流れ 

 

（１） 応募方法  

 

本研究事業に応募される方は、令和８年（2026年）４月 17日(金)16時（必着）までに、以下の

手続を完了してください。期日詳細については本プロジェクト Web サイトへの掲載等により周知し

ます。 
 

受付期間     2026 年２月 26日(木)〜2026 年４月 17 日(金)16 時 

 

  

（２）応募書類  

 

① 実務者人材育成コース受講応募用紙（別紙）に必要事項を記入の上、PDF として電子メール

で提出してください。 

② これまでに受講した防災関連の講座の修了証および大学等における火山関連の講義の履修

<< 本プロジェクトWebサイト >> 

https://desire.yamanashi.ac.jp/v-sep/ 

<< 応募書類送付先>> 

山梨大学地域防災・マネジメント研究センター 

研究者・実務者を対象とした火山対策スペシャリスト養成研修事業 事務局 

E-mail: kazansokusenryoku-as@yamanashi.ac.jp 
 

https://desire.yamanashi.ac.jp/v-sep/
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証明書を PDFとして①と併せて提出してください。 

（３） 審査  

 

応募書類を総合的に判断し、選考します。 

（４） 選考結果の通知  

 

2026年５月 11日頃までに、本人宛に電子メールにて通知します。  

７．個人情報・応募書類の取扱い  

 

（１） 個人情報の取扱い  

 

※ 個人情報とは、住所・氏名・電話番号・e-Mail アドレス、その他特定の個人として識別す

ることができる情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものも含む）を指します。  

  

1. 応募に当たって登録いただいた個人情報は、本事業運営事務局において以下の目的にのみ使

用し、その他の目的で利用することはありません 

（ただし、法令等により求められた場合は除く）。  

・応募書類に係る応募者への問い合わせ 

・選考結果の通知 

・受講開始後の各種事務の履行のために必要と思われる事項の連絡・調整  

・今後の火山防災関連事業に関する情報提供  

 

2. ご登録いただいた個人情報は、事務局である山梨大学および山梨県の個人情報保護方針に則

って適切に取り扱います。 

・山梨大学のプライバシーポリシーはこちら 

・山梨県のプライバシーポリシーはこちら 

 

（２） 応募書類の取扱い  

 

① 応募書類の作成及び提出等にかかる費用は応募者の負担とします。  

https://www.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2016/01/hoyuu_kojinjouhou.pdf
https://www.pref.yamanashi.jp/gyousei-kk/kenngahoyuusuru_kjinnjouhou_hogo.html


6  

  

② 提出された応募書類は、本事業における応募者の特定以外の目的では使用しません。  

③ 提出された応募書類は、特定を行うために必要な範囲で複製を作成することがあります。  

④ 応募書類の提出後、事務局の判断により補足資料の提出を求めることがあります。  

⑤ 提出された書類は返却しません。  

⑥ 応募書類の著作権は応募者に帰属します。  

⑦ 応募書類に含まれる著作権・特許権など、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果生じた責任は応募者が負うものとします。  

 

※その他応募に当たっての留意事項  

受講後の取り組みについて、広報活動に利用させていただく場合があります。公開コンテンツ

や守秘する事項等については相談させていただきます。 

  

 

８．お問い合わせ窓口  

 

 

<< お問い合わせ窓口>> 

山梨大学地域防災・マネジメント研究センター 

研究者・実務者を対象とした火山対策スペシャリスト養成研修事業 事務局 

E-mail: vsep-as@yamanashi.ac.jp 
Tel: 055-220-8671 


